
 
広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
規
則
第
三
十
五
号 

 
 
 
 
 

 
 
 

広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

広
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
十
六
号
）
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
寄
附
金 

 

第
三
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
五 

広
島
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
償
還
金 

 

「 
 

 

別
表
第
一
中 

広

島

県

広

島

港

湾

振

興

事

務

所 
 

     

」
を 

広
島
県
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
管
理
事
務
所 

 
 
 
 
 

「 
 

 
 

 

広

島

県

広

島

港

湾

振

興

事

務

所 
    

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

別
表
第
三
中 

 

一 

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法

律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り

徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
不
正
利
得 

 

健
康
福
祉
局
こ
ど
も
家
庭
課

厚
生
環
境
事
務
所 

                            

」
を

 

二 

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号

）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国

税
徴
収
の
例
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
不
正
利
得 

 

健
康
福
祉
局
被
爆
者
支
援
課 

 

三 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
第
五
十
六
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ

り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
費
用 

 

健
康
福
祉
局
健
康
対
策
課 

厚
生
環
境
事
務
所 

保
健
所 

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー 

 
 
 「 
 

 
 

 
 

 
 

一 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
第
五
十
六
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
地
方
税
の
滞
納
処
分
の
例
に
よ

り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
費
用 

 

健
康
福
祉
局
子
育
て
・
少
子

化
対
策
課 

厚
生
環
境
事
務
所 

保
健
所 

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー 

  

に
、 

 

二 

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法

律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
二
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り

徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
不
正
利
得 

 

健
康
福
祉
局
こ
ど
も
家
庭
課

厚
生
環
境
事
務
所 



「
所
得
税
及
び
住
民
税
」
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号

）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国

税
徴
収
の
例
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
が
で

き
る
不
正
利
得 

 

健
康
福
祉
局
被
爆
者
支
援
課 

       

」 
 

 
 

 
 

 

「
土
木
局
道
路
河
川
管
理
課
」
を
「
土
木
建
築
局
道
路
河
川
管
理
課
」
に
、
「
土
木
局
港
湾
振
興
課
」
を
「

土
木
建
築
局
港
湾
振
興
課
」
に
、
「
土
木
局
都
市
計
画
課
」
を
「
土
木
建
築
局
都
市
計
画
課
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
六
号
の
三
そ
の
４
の
備
考
２
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

「
所
得
税
及
び
住
民
税
を
除
く
歳
入
歳
出
外
現
金
」
 


